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研究成果の概要（和文）：　刑事裁判において的確な争点整理・事実認定を行うには、①刑事事実認定に際し重
視されるべき事情は何かという問いを解明したうえ、②当該事情を理論的に説明しうる実体法理論を構築する必
要がある。
　そこで、本研究では、それぞれの争点において刑法理論上本当に問題とされるべき点は何かを明らかにすると
ともに、それとの関係で、どのような事実に着目されるべきかを解明することに努め、研究分担者によるものも
含め、多数の論文において、成果を公表した。

研究成果の概要（英文）：In order to accurately arrange issues and find facts in criminal trials, (1)
 clarify the question of what facts should be emphasized in finding criminal facts, and (2) 
construct a theory of substantive law that can theoretically explain the facts. Therefore, in this 
research, I tried to clarify what points should really be considered as problems in criminal law 
theory in each issue, and what facts should be focused on in relation to them, published the results
 in many papers, including those by co-investigators.

研究分野： 刑法

キーワード： 刑法解釈論　争点整理　事実認定

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　刑事裁判において争点整理および事実認定を的確に行うためには、①刑事事実認定に際し重視されるべき事情
は何かという問いを解明したうえ、②当該事情を理論的に説明しうる実体法理論を構築する必要がある。
　本研究は、この課題に取り組み、とくに責任能力、性犯罪の分野において、研究分担者によるものも含め、重
要な成果をあげた。本研究は、膨大な裁判例の詳細な検討を基盤としたものであり、刑事裁判官からのご指摘を
受けて遂行されており、その成果は、わが国の刑事裁判の質的向上に直結するものである。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 実体法の諸問題の中でも、刑事事実認定にかかる理論的根拠については、未解明の部分が 
大きい。例えば責任能力に限ってみても、理論刑法学研究者は、その判断基準を構成する精 
神の障害・認識能力・制御能力の理論的意義を解明し、判断基準の理論的基礎付けに努めて 
きた。一方、実際の裁判では、最高裁昭和 59 年 7 月 3 日決定・刑集 38 巻 8 号 2783 頁が
示すような、「被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合し
て」判断する、いわゆる総合判断の枠組みが用いられている。また、これと呼応して、精神
医学の側からも、研究協力者である岡田らによる「7 つの着眼点」が提示されている。しか
し、理論刑法学の側から、これらのファクターが責任能力の判断において、どのような位置
づけを与えられ、最終的に判断されるべき心神喪失・耗弱の判断といかなる関係にあるかに
関しての理論的解明は殆ど行われてこなかった。他の実体法上の問題についても問題状況
は同様であった。 
 この点、裁判実務家からも、公判前整理手続における争点整理が有効に機能するためには、 
各当事者の主張において、一定の事情がどのような命題を立証するために、どのような位置 
づけでもって主張されているのかが明らかにされる必要があるとの指摘がなされている。
こうした各事情の位置づけを明確にした主張が可能となるためには、各当事者が、法律概念
の本当に意味するところに立ち返り、その概念のコアとなる意味内容を法解釈により導き
出したうえで、それを踏まえて整序されるべき、判決において判断の分岐点となる点を意識
している必要があると思われた。 
 
２．研究の目的 
そこで、本研究では、争点整理において、当事者の主張を整理するための準拠指針を提示 

することを目的として、実体法の諸問題を取りあげ、刑事事実認定に際し重視されるべき事 
情は何かという問いを解明し、当該事情を理論的に説明しうる実体法理論を再構築しよう
と試みた。 
そこで発せられる学術的な問いは、以下のようになった。 

１）一定の要件（例えば責任能力、殺意、共謀等）を証明するために必要な事実として、判    
例上、どのようなものが実際に重視されているのか 
→判決において重視されている事情の特定 

２）これら重視されている事情は、いかなる命題を立証する意義を与えられているのか、そ   
れが理論的に根拠あるものなのか 
→判決において重視されるべき事情の分析 

３）これら重視されるべき事情に関する解明を行うとともに、そうした事情の選別に関する   
一定の理論的提言を可能ならしめる実体法理論はどのようなものになるか 
→判決において重視されるべき事情を支える実体法理論の再構築 

 
３．研究の方法 
本研究では、網羅的な裁判例の分析、内外の文献調査による参考となる議論の収集及び問 

題意識の深化、海外調査による比較法的研究、研究会での意見交換による問題意識の共有と 
深化というプロセスを行き来することにより、所期の研究目的を達成する計画であった。 
取りあげるテーマは、裁判所側での分析・検討が一定程度行われているテーマのうち実体 

法に関わる責任能力、殺意、共謀、量刑とし、裁判例は東京高裁管内の裁判員裁判（第 1 審）
の判決をすべて分析することを目標とした。 
文献調査は、①海外調査を視野に入れた、解決されるべき課題・調査すべき事項のリスト 

化のためのものと、②海外の立法・判例・学説に関する文献的検討が中心となる。 
海外調査（ドイツ法圏および英米法圏）は、この問題に精通している研究者、わが国の実 

務家とも問題意識を共有していると思われる裁判実務家との意見交換、わが国で入手困難
な資料の収集が主な目的となる。 
研究会は、3～4 か月に 1 回のペースで開催する。裁判例の分析結果を共有し、海外調査 

の事前準備、海外調査の結果の分析、わが国の裁判例を主な素材としてわが国の問題状況の 
分析を行う。 
 
４．研究成果 
 １年目においては、刑事裁判官と共同研究メンバーとの研究会を２回行い、①（刑事事実
認定に際し重視されるべき事情は何かという問いの解明）につき、刑法上の具体的なテーマ
に即して充実した意見交換を行った。②（当該事情を理論的に説明しうる実体法理論の再構
築）については、本研究の問題意識も反映させた形で、「精神の障害と責任能力・量刑の判
断」につき、共同研究者メンバーの岡田・樋口・小池による研究成果を 刑法雑誌に公表す
ることができた（安田はオーガナイザーとして企画の趣旨を執筆）。 



また、安田においては、①②の問題意識をもちながら、最新の重要判例につき年度内に５
本の判例研究を表したほか、学生向け判例教材においてではあるが、 新たに「実行の着手」
「共犯の諸問題」につき、概観解説を表しており、また、樋口においては、共謀の問題につ
き本年度も顕著な成果をあげている。 
以上のほか、第７回日中刑事法シンポジウム「刑法の重要課題をめぐる日中刑事法の実践」

において、中国人研究者・台湾人通訳者の招聘に関与し、「責任能 力」「賄賂罪」「サイバー
犯罪」「横領罪」の諸問題につき、新たな着眼点を得ることができた。 
 ２年目においても、各分担者において、それぞれの分担部分につき順調な研究の進展があ
ったところであるが、例えば、代表者の安田においては、責任能力の問題のうち、これまで
ほとんどなされていなかった解離性同一性障害に関する判例分析を網羅的に行い、裁判所
における判断において重視されている事情の抽出作業を、分担者の岡田・安藤の懇切な助言
のもとに遂行した。 
また、樋口においては、準強制性交等・わいせつ罪における抗拒不能の要件につき、わが

国の裁判例の網羅的な分析を行い、そこでの結論に影響している考慮ファクターを抽出す
ることに成功するなどの成果を上げた。 
 ３年目においても、研究代表者・分担者による個人研究と、司法研修所における研究会を
いかした共同研究を有機的に組み合わせながら、研究を推進した。 
具体的な成果としては、まず、代表者の安田による、法学教室誌上における「刑法総論の

基礎にあるもの」と題する１２本の連載がある。これは、本共同研究 において、問題の本
質を徹底して考え抜くことこそが、真の争点整理等につながるとの実務家側からのご指摘
を正面から受け止め、骨太に問題の本質を考え抜いたものであり、まさしく本共同研究の成
果物としてカウント可能なものである。 
また、分担者の樋口においては、法学セミナー誌上に、「裁判実務と対話する刑法理論」

という、まさに本共同研究の趣旨にマッチする研究成果を、性犯罪および共同正犯につき、
公表し、大きな反響を呼んでいる。 
そのほか、精神医学側からも、分担者の岡田、安藤は、コンスタントに重要な研究成果を

上げており、刑事責任能力の具体的判断を考えるにあたって医学側から貴重な貢献を続け
ているところである。 
さらに、司法研修所における研究会では、実務家サイドから、刑法の本質を骨太に理解さ

せるための工夫について提言を頂戴し、具体的な意見交換を行うこと ができたことも、研
究推進に大きく寄与したところである。 
このように、最終年度においても、重要な研究成果が十分に生み出されており、本共同研

究は当初予定された目的を達成できたものと思われる。 
確かに、この間、コロナ禍の影響により、対面での研究会活動、海外調査には支障が出タ

が、オンラインによる研究会を通じた共同研究は順調に進捗し、いずれの年度において も、
オンラインによる研究会を開催したほか、そこでの問題提起を受け、メールによる引き続き
いての充実した意見交換がなされる等、共同研究としての実を上げたところである。 
とりわけ分担者の樋口においては、２年目に、日本刑法学会関西部会冬季例会における共

同研究「暴行・脅迫/抗拒不能要件について――性犯罪改正に向けて」において、本共同研究
の成果をも反映した形で、中心的な役割を果たし、成果を上げた。 
また、解離性障害をめぐる共同研究の成果は、安田において、判例評論誌上における判例

研究として結実し、翌年度に刊行された裁判官による論考において大きく取り上げられる
など、実務的にも反響を呼んだところであり、この共同研究による成果は、実務家からも安
心して参照できす成果として位置づけられているように思われる。 
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